
 

土壌汚染の対象物質及び基準値  

【備考】 

１ 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準：土壌汚染がある土地と評価される指定区域の指定に係る基準 

２ 第二溶出量基準：土壌溶出量基準の 3～30倍に相当し、地下水等摂取によるリスクに係る措置の選択または 

決定材料となる基準 

３ 地下水基準：汚染範囲の確定のための調査の判定基準及び地下水汚染の判定基準 
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